
福島県内のみ 
（県外からは持ち込まない） 

除染に伴い発生する土壌・廃棄物の処理（福島県内） 

①本格除染の開始 

②仮置場での保管 
  （３年程度） 

③中間貯蔵施設での保管 
   （３０年以内） 

④最終処分：福島県外にて処分 

市町村毎、コミュニティ毎で確保 

建物 農地 森林 

建設待ち 搬入後 建設中 搬入完了 搬入中 

建設中 
搬入中 

公園等 

資料２ 

浸出水中の放射能濃度
確認用タンク

フレコン

遮へい用盛土もしくは土嚢

保護層
（集水補助層）

集水排水管

遮水層もしくは
遮水シート

遮水層もしくは
遮水シート

※ 現場において一時的に保管する場合を除く。 （※） 

（※） 
（※） 

土
嚢 

盛
土 

地下水中の放射性物質の監視（※） 

フレコンバッグ 集水排水管（※） 保護層 
（集水補助層）（※） 

遮水層もしくは
遮水シート 

侵出水中の放射性物質 
確認用タンク（※） 


